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参議院山形県選出議員選挙に係る選挙無効請求事件の仙台高裁判決に

対する委員長談話 

 

 令和７年７月 20 日に執行された参議院山形県選出議員選挙に係る選挙無効請求事

件について、本日、仙台高等裁判所の判決がありました。 

このことに対する山形県選挙管理委員会委員長の談話は、以下のとおりです。 

 

委員長談話 

 

この度の仙台高裁の判決は、その内容の詳細をまだ承知しておりませ

んが、私どもの主張が一部認められなかったものの、結論としては、原

告らの請求は棄却されたものと認識しております。 

当委員会といたしましては、今後とも、選挙の適正な管理執行に努め

てまいりたいと思います。 
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